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令和５年６月６日 
                                        

阪急バス株式会社からの一般乗合旅客自動車運送事業（乗合バス）

の上限運賃変更認可申請事案について審議を開始します 
 

運輸審議会は標記事案について、今後答申に向けて審議を行います。 

標記事案について、令和５年６月５日付で国土交通大臣から運輸審議会に対し諮問があり

ました。今後、必要な審議を経て答申を行う予定です。 

 

○公聴会の開催申請について 

運輸審議会一般規則第５条各号のいずれかに該当する者は、運輸審議会に公聴会開催を申請でき

ます。公聴会開催を申請する場合は、運輸審議会一般規則第１７条各号に掲げる事項を記載した

文書（電子媒体の場合はＰＤＦ形式）を、記載内容確認のための連絡先を添えて、令和５年６月

２０日（火）１７時００分までに国土交通省運輸審議会（郵便番号１００－００１３ 東京都千

代田区霞が関３－１－１ 中央合同庁舎４号館３階）に持参、郵送又はｅメール（送付先 

hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp ）のいずれかの方法にて提出してください（郵

送の場合は必着）。 

 

○運輸審議会について 

運輸審議会は国家行政組織法第８条に規定する審議会で、個別法の規定に基づき、国土交通大

臣の行う許認可等の個々の行政処分等の適否について諮問を受け、これに対して、公平な立場か

ら各方面の意見を汲み上げ、公平かつ合理的な決定を行う常設の機関です。 

公聴会を除く審議は非公開で行いますが、配付資料及び議事概要については答申後、運輸審議

会のホームページにて公表予定です。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

問い合わせ先 

（所属）自動車交通部旅客第一課 

（担当）亀井、小林 

（電話）０６－６９４９－６４４５ 

[運輸審議会における審議に関する問合せ先] 

総合政策局運輸審議会審理室 本間、堤 

直通：03-5253-8810 

[乗合バスの上限運賃変更認可に関する問合せ先] 

自動車局旅客課 佐藤、橋本、沖、秋葉 

（代表）03-5253-8111（内線 41204、41252）、（直通）03-5253-8568 

配布先： 

   青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、陸運記者会（ハイタク） 

mailto:hqt-since1949-unyushingikai@gxb.mlit.go.jp


 ○国土交通省告示第５７４号 

 

 運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第１５条第１項の規定によ

り、次のとおり運輸審議会件名表に登載された。 

 

令和５年６月６日 

 

                                              国土交通大臣 斉藤 鉄夫 

 

事案番号 事案の種類 申請者 事案の内容 

令５ 

第５００６号 

 

 

一般乗合旅客 

自動車運送事 

業の上限運賃 

変更認可   

阪急バス株式

会社 

 

１．芦屋市内の特定地帯における路線 

現行の２２０円均一制運賃を、２５０

円均一制運賃に変更する。 

２．有野藤原台地区における路線 

現行の２１０円均一制運賃を、２５０

円均一制運賃に変更する。 

３．大阪府、兵庫県内の特定路線 

現行の１区２２０円、以後１区増す毎

に２０円加算の特殊区間制運賃を、１区

２５０円、以後１区増す毎に２０円加算

の特殊区間制運賃に変更する。 

４．兵庫県内の一部路線（旧阪急田園

バスの路線） 

現行の対キロ区間制運賃の初乗運賃１

７０円を、初乗運賃１９０円に変更する。 

５．その他の路線 

現行の基準賃率３３円６０銭に基づく

対キロ区間制運賃（初乗運賃１６０円）

を、基準賃率３８円６０銭に基づく対キ

ロ区間制運賃（初乗運賃１９０円）に変

更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
参 考  

○運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）（抄） 

 

（利害関係人） 

第５条 国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号。以下「法」という。）第２３条の規定によ

る利害関係人とは、当該事案に関し、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議をした者又は審査請求をし

た者（以下「事案の申請者」という。） 

二 事案において、行政手続法（平成５年法律第８８号）第２条第４号に規定する不利益処分（以

下「不利益処分」という。）の名あて人となるべき者 

三 事案の申請者と競争の関係にある者 

四 料率の変更を請求した者 

四の二 臨港地区の区域の案の変更を請求した者 

五 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者 

六 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利

害関係を有すると認める者 

 

（件名表） 

第１５条 運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第１５条第４項の規定による勧

告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名（事案の種類、事案の申請者又は不

利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。）に番号を付し、これを運輸

審議会件名表（以下「件名表」という。）に登載しなければならない。 

２・３ （略） 

 

（公聴会開催の申請） 

第１７条 第５条に規定する者（以下「利害関係人」という。）は、件名表に登載された事案につい

て公聴会を開くことを申請しようとするときは、（中略）告示の日（件名表が改定されたことによ

り新たに利害関係人となつた者については、その告示の日）から１４日以内に、次に掲げる事項を

記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所 

二 事案の件名及びその番号 

三 理由及び利害関係を説明する事項 

 

 

 


